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9の項 （2）輸出令別表第1の9の
項（1）から（3）まで又
は（5）から（6）までに
掲げる貨物の設計、製
造又は使用に係る技術
であつて、経済産業省
令で定めるもの（（1）
及び15の項の中欄に
掲げるものを除く。）

15 の項を先に確認

第21条
第2項

外為令別表の9の項（2）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当する
ものとする。

第21条
第2項

第一号 削除

第21条
第2項

第二号 第8条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれか
に該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプロ
グラム

第21条
第2項

第三号 削除

第21条
第2項

第三号
の二

伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ（一）若しくは（五）若しくは
ニ（一）に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該
当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）

伝送通信装置 終端装置、中継装置、符号を変換す
る装置、多重化装置、モデム、多重
変換装置、蓄積プログラム制御方式
による回線の切換え機能を有する装
置、ゲートウェイ、ブリッジ、メディ
アアクセスユニット、無線送受信機
及び音波（超音波を含む。）を搬送波と
する水中通信装置を含む。

イ デジタル伝送方式を用いたものであって、120ギガビット毎秒を超え
る総合伝送速度で使用することができるように設計したもの

電子式交換装
置

ルーター機能を有する装置を含む。

デジタル伝送
方式を用いた
もの

アナログ信号をデジタル信号に変換
して伝送する方式のものを含む。

ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの 総合伝送速度 最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット（情報ビット並
びにラインコーディング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。）
数をいう。なお、電子式交換装置においては一つのインターフェイスの片
方向の速度であって、最も速いポート又はラインで測定したものをいう。（一）1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

（二）レーザー光を増幅する機能を有するものであって、プラセオジ
ムを添加したふっ化物を用いた光ファイバーを用いたもの

レーザー発振
器

輻射の誘導放出による光増幅を利用して空間的及び時間的にコヒーレント
な光を発生させるものをいう。

（三）コヒーレント伝送方式を用いたもの コヒーレント
伝送方式

搬送波レーザーに同期させるために受信側に光局部発振器を使用した方式
をいう。（四）光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が

100ギガヘルツ未満のもの
（五）アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2.5ギガヘル

ツを超えるもの（テレビジョン放送（有線テレビジョン放送を含
む。）用の装置を除く。）

ホモダイン方式、ヘテロダイン方式
又はイントラダイン方式を含む。

ハ 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が1ミリ秒
未満もの

光交換機能を
有するもの

電気信号への変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができ
るように設計したものをいう。

ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
（一）256値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
（二）31.8ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの（国

際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域（無線測位
用に割り当てた周波数帯域を除く。）で使用するように設計した
ものを除く。）

国際電気通信
連合が無線通
信用に割り当
てた周波数帯
域

最新版の国際電気通信連合無線通信規則により1次業務及び2次業務用に割
り当てた周波数をいう。

付加分配及び代替分配に割り当てた
周波数帯域を除く。

（三）1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用する
ことができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用い
たもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて抑圧することが
できるように設計したもの

ホ 削除 ローカルエリ
アネットワー
ク

任意の数の独立したデジタル情報送受信装置が、互いに直接通信すること
ができ、かつ、地理的に適度な大きさの領域（オフィス、建物、プラント、キャ
ンパス、倉庫など）に制限されたデータ通信システムをいう。

ヘ 専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の（一）
及び（二）に該当するもの
（一）光波長が200ナノメートル以上400ナノメートル以下で使用する

ことができるもの。
（二）ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの

第21条
第2項

第四号 削除

第21条
第2項

第五号 人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は
製造に必要な技術（プログラムを除く。）

第21条
第2項

第六号 レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、か
つ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に
係る技術（プログラムを除く。）

第21条
第2項

第七号 削除

第21条
第2項

第八号 削除

第21条
第2項

第九号 削除

第21条
第2項

第十号 削除

第21条
第2項

第十一
号

プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、
マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能とな
るように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通
信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術（プログラムを除く。）

第21条
第2項

第十二
号

削除

第21条
第2項

第十三
号

削除

第21条
第2項

第十四
号

伝送通信装置の設計に係る技術（プログラムを除く。）であって、スペクト
ル拡散（周波数ホッピングを含む。）の設計に係るもの

スペクトル拡
散

相対的に狭い通信チャネルにおけるエネルギーを、より広いエネルギース
ペクトルへと拡散させる技術をいう。

周波数ホッピ
ング

スペクトル拡散の一方式であり、一通信チャネルの送信周波数を離散的な
ステップで変化させる技術をいう。

貨物等省令第
21条第2項第
十四号中の技
術

民生用のセルラー無線通信に使用す
る装置又は商用民生通信の固定若し
くは移動の衛星通信地球局に使用す
る装置の設計に係るものを除く。

第21条
第2項

第十五
号

第三号の二、第五号、第六号、第十一号又は前号のいずれかに該当する技
術（プログラムを除く。）を支援するために設計したプログラム

4の項 （7）（6）に掲げる貨物の製造
用の装置若しくは工具若
しくは試験装置又はこれ
らの部分品

第3条 第八号 次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは
工具若しくは試験装置又はこれらの部分品（次号から第十号のニまでのいずれかに該
当するものを除く。）

貨物等省令第3
条第八号中の部
分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

イ 前号に該当する貨物

原料となる物質は4の項（6）を参照

ロ オクトーゲン又はヘキソーゲン
ハ コンポジット推進薬
ニ 2－コトロジフェルニアミン又はN－メチル－P－ニトロアニリン
ホ ヒドラジンニトロホルメート
へ ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン

4の項 （8） 連続式若しくはバッチ式
の混合機（液体用のものを
除く。）又はその部分品

第3条 第九号 バッチ式の混合機（液体用のものを除く。）であって、0以上13.326キロパスカル以下
の絶対圧力で混合できるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、
次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

バッチ式の混合
機の部分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

イ 全容量が110リットル以上のもの
ロ 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも1本有するもの

第九号
の二

連続式の混合機（液体用のものを除く。）であって、0以上13.326キロパスカル以下の
絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することがで
き、かつ、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

連続式の混合機
の部分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

イ 2本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
ロ 振動機能を備えた1本の回転軸を有し、かつ、混合容器内及び回転軸上に捏和の
ための突起を有するもの

4の項 （9） ジェットミル若しくは粉
末状の金属の製造用の装
置又はこれらの部分品

第3条 第十号 第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料と
なる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品

ジェットミルの
部分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

原料となる物質は4の項（6）を参照

第十号
の二

第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末（噴霧粉又は球形粉に限る。）の
製造用の装置又はその部分品

噴霧粉又は球形
粉

噴霧粉とは溶融金属を飛散させて粉末にしたものをいい、球形粉とは球形の粒子から
なる粉末をいう。

金属の粉末の製
造用の装置の部
分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

4の項 （10）複合材料、繊維、プリプ
レグ若しくはプリフォー
ムの製造用の装置又はそ
の部分品若しくは附属品

第3条 第十一
号

複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム（ペイロードを300キロメートル以上運
搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）の
製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

複合材料、繊維、
プリプレグ又は
プリフォームの
製造用の装置の
部分品若しくは
附属品

他の用途に用いることができるものを除
く。

イ フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント装置であって、
繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相
関して制御することができる軸数が3以上のもの又はその制御装置

無人航空機は4の項（1の2）を参照

ロ 複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのもので
あって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うものの
うち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの

ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン 三次元に織るこ
とができる織機
又はインター
レーシングマシ
ン

複合材料の構造物を製造するため繊維を織
り、編み又は組むためのものであり、アダ
プター及び改造キットを含む。

左記の用途のために改造されていない繊維
加工機を除く。

ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一） 重合体繊維から他の繊維を製造する装置
（二） 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
（三） 耐火セラミックの湿式紡糸装置

ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計し
たもの

4の項 （11）ノズルであつて、原料ガ
スの熱分解により生成す
る物質を基材に定着させ
るためのもの

第3条 第十二
号

ノズルであって、原料ガスの熱分解（1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、
かつ、130パスカル以上20,000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限
る。）により生成する物質を基材に定着させるためのもの

4の項 （12）ロケット推進装置のノズ
ル若しくは再突入機の先
端部の製造用の装置又は
その制御装置

第3条 第十三
号

ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次の
いずれかに該当するもの又はその制御装置
イ 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
ロ 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの

4の項 （13）アイソスタチックプレス
又はその制御装置

第3条 第十四
号

アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はそ
の制御装置
イ 最大圧力が69メガパスカル以上のもの
ロ 中空室内の温度制御ができるもの（中空室内の温度が600度以上の場合に限る。）
ハ 中空室の内径が254ミリメートル以上のもの

4の項 （14）炭素及び炭素繊維を用い
た複合材料の炭素の密度
を増加させるために設計
した炉又はその制御装置

第3条 第十五
号

炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉で
あって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置 複合材料は4の項（15）を参照

4の項 （15）ロケット又は無人航空機
に使用することができる
構造材料であつて、次に
掲げるもの

第3条 第十六
号

構造材料であって、次のいずれかに該当するもの 比弾性率 2の「比弾性率」の解釈に同じ。
イ 比強度が76,200メートルを超え、かつ、比弾性率が3,180,000メートルを超える
繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料
（プリプレグであって、ガラス転移点が145度以下のものを除く。）又はその成型
品（ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航
空機又は第二号に該当する貨物に使用するように設計したものに限る。）

比強度 2の「比強度」の解釈に同じ。
繊維で補強した 連続繊維で補強したものをいう。
マトリックス 粒子、ウィスカー又は繊維の間の空間を埋める実質的に連続した相をいう。

1 複合材料又はその成
型品

貨物等省令第3
条第十六号イ中
の複合材料

プリプレグ及びプリフォームを含む。

2 人造黒鉛 ロ ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品（ペイ
ロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することが
できるものに限る。）

複合材料 粒子、ウィスカー若しくは繊維又はこれらの組合せからなる相とマトリックスとから
なるもの。

3 タングステン、モリ
ブデン又はこれらの
合金を主たる構成物
質とする粉

ガラス転移点 ASTM規格D－4065の乾式法又は同等の国家規格で、周波数1ヘルツ、昇温速度毎分2
度により測定されるものとする。

ハ 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの（ロケットのノズル又は再突入
機の先端部に使用することができるものに限る。）

貨物等省令第3
条第十六号ハ中
の人造黒鉛

貨物等省令第1条第四号イに該当するもの
を除く。

4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化
されたオーステナイ
ト･フェライト系ス
テンレス鋼

（一） 15度の温度で測定したときのかさ密度が1立方センチメートル当たり
1.72グラム以上、かつ、粒子の径が100マイクロメートル以下の人造黒
鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの

無人航空機は4の項（1の2）を参照

1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが
50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリ
メートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50
ミリメートル以上のもの

2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以
上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの

（二） 熱分解黒鉛（ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる
ロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上
運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）

（三） 繊維で強化した黒鉛（500キログラム以上のペイロードを300キロメー
トル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイ
ロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用
することができるものに限る。）

ニ ロケット又は無人航空機のレードーム（ペイロードを300キロメートル以上運搬
することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメー
トル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）
に使用するためのセラミックの複合材料（100メガヘルツ以上100ギガヘルツ以下
の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が6未満のものに限る。）

ホ ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ（ペイロー
ドを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以
上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用
することができるものに限る。）に使用することができる炭化けい素で強化された
未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料

へ 次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主た
る構成物質とする粉又は粉を固めたもの（ペイロードを300キロメートル以上運
搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができ
るものに限る。）
（一） タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の97パーセン

ト以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの
（二） モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の97パーセント以

上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの
（三） タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の97パー

セント以上（銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タング
ステンの含有量が合金の全重量の80パーセント以上。）の粉を固めたも
のであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの
1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが

50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリ
メートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50
ミリメートル以上のもの

2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以
上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの

ト ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キロ
グラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空
機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の（一）及び（二）に該当
するもの
（一） 次のいずれかに該当するもの

1 固溶化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強
さが900,000,000パスカル以上のもの

2 析出硬化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張
強さが1,500,000,000パスカル以上のもの

（二） 次のいずれかに該当するもの
1 厚さが5ミリメートル以下の板又は管
2 厚さが50ミリメートル以下の管であって、かつ内径が270ミ

リメートル以上のもの
チ チタンにより安定化されたオーステナイト･フェライト系ステンレス鋼であって、
次の（一）及び（ニ）に該当するもの（ペイロードを300キロメートル以上運搬する
ことができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル
以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）
（一） 次の1から3までのすべてに該当するもの

1 クロムの含有量が全重量の17パーセント以上23パーセント以
下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の4.5パーセント以上
7パーセント以下のもの

2 チタンの含有量が全重量の0.1パーセントを超えるもの
3 オーステナイト組織を示す部分が全体積の10パーセント以上

のもの
オーステナイト
組織を示す部分
が全体積の10
パーセント以上
のもの

ASTM規格E－1181－87又は同等の国家規格によって測定されるものとする。

（二） 次のいずれかに該当するもの 寸法の最小値が
100ミリメート
ル以上のもの

100mm×100mm×100mm以上の直方体をつくることができるもの。
1 塊又は棒であって、寸法の最小値が100ミリメートル以上の

もの
2 シートであって、幅が600ミリメートル以上で、かつ、厚さ

が3ミリメートル以下のもの
3 管であって、外径が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3

ミリメートル以下のもの
4の項 （16）ロケット用若しくは無人

航空機に使用することが
できる装置であって、次
に掲げるもの若しくはそ
の部分品又はこれらの製
造用の装置若しくは工具、
試験装置、校正装置若し
くは心合わせ装置若しく
はこれらの部分品

第3条 第十七
号

加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは
磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの（ロケット又は無人航空機
に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

加速度計、ジャイ
ロスコープ若し
くはこれらを用
いた装置若しく
は航法装置若し
くは磁気方位セ
ンサーの部分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

イ ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空
機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自
動操縦装置とともに使用するように設計したもの

無人航空機は4の項（1の2）を参照

1 加速度計 ロ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは
針路を測定することができる装置

2 ジャイロスコープ ハ 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計し
たもののうち、スケールファクターの再現性が1年間につき0.125パーセント未
満であって、バイアスの再現性が1年間につき0.012263メートル毎秒毎秒未満の
もの（ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無
人航空機に使用することができるものに限る。）

スケールファク
ター

入力値の変化に対する出力値の変化の比率をいう。

3 1又は2に掲げる貨
物を用いた装置

バイアス 加速度が印加されない状態における加速度計の出力信号の大きさをいう。

再現性 計測時に計測条件を変化させる又は作動を停止させる場合において、同一の作動条件
の下で同一のパラメータを繰り返し計測した値の近似度をいい（IEEE STD 528-2001参
照）、初期値からのバラツキの標準偏差（1シグマ）として表される。

4 航法装置 ニ ジャイロスコープであって、9.81メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態における
ドリフトレートの安定性が1時間につき0.5度未満のもの（500キログラム以上の
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空
機に使用することができるものに限る。）

ドリフトレート 入力回転から機能上独立しているジャイロ出力の成分をいい、角速度として表される。
（IEEE STD 528-2001パラグラフ2.56）

5 磁気方位センサー 安定性 定められた作動条件の下に継続しておかれた場合に、特定の機構係数又は性能係数を
不変な状態に維持する能力指標をいう。ただし、ダイナミック安定性及びサーボ安定
性においては適用しない。（IEEE STD 528-2001パラグラフ2.247）

ホ 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用する
ように設計したもののうち、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用す
ることができるように設計したもの

貨物等省令第3
条第十七号ホ中
の加速度計

振動又は衝撃を計測するように設計したも
のを除く。

へ ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープ
を用いた装置

ト 磁気方位センサーであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもののう
ち、軸数が3のもの
（一） ピッチ角（プラスマイナス90度）及びロール角（プラスマイナス180度）

の内部傾き補正を有するもの
（二） 緯度プラスマイナス80度の地点における方位角精度の実効値が局所磁

場に対して0.5度未満のもの
（三） 飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの

第3条 第十七
号の二

ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に
使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が200メー
トル以上の半径のもの

統合された航法
システム

慣性計測装置、飛行中に位置若しくは速度を定期的にあるいは連続的に更新するため
の1以上の外部センサー並びにこれらを統合するためのハードウェア及びソフトウェア
により構成されたものをいう。

第十七
号の三

加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方
位センサー又は統合された航法システム若しくは航法装置の製造用の装置若しくは工
具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のい
ずれかに該当するもの
イ 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しく
は心合わせ装置（ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。）又はこれらの
部分品

貨物省令第3条
の第十七号の三
イ中の部分品

他の用途に用いることができるものを除
く。

ロ 遠心力式釣合い試験機（歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したも
のを除く。）であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの
（一） 重量が3キログラムを超えるロータを試験することができないもの
（二） 1分につき12,500回転を超える回転数でロータを試験することができる

もの
（三） 2面以上での不釣合いを試験できるもの
（四） ロータの重量に対する残留不釣合いが1キログラムにつき0.2グラムミ

リメートル以下のもの
ハ 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したも
の

ニ モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の（一）から（三）まで
のすべてに該当するもの（工作機械又は医療用装置に使用するように設計したも
のを除く。）
（一） 軸数が2以上のもの
（二） スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことがで

きる非接触型の装置を用いるもの
（三） 次のいずれかに該当するもの

1 いずれかの軸における角速度が1秒につき400度以上又は30度
以下のものであって、当該角速度の分解能が1秒につき6度以
下のもののうち、当該角速度の精度が1秒につき0.6度以下の
もの

2 いずれかの軸が10度以上回転する場合における角速度が、0.05
パーセント以下の精度で安定するもの

3 角度の位置決め精度が5秒以下のもの
ホ ポジショニングテーブルであって、次の（一）及び（二）に該当するもの（工作機械
又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。）
（一） 軸数が2以上のもの
（二） 角度の位置決め精度が5秒以下のもの

ヘ 遠心加速度試験機であって、980メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えること
ができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことがで
きる非接触型の装置を用いるもの

4の項 （17）ロケット用若しくは無人
航空機用の飛行制御装置
若しくは姿勢制御装置又
はこれらの試験装置、校
正装置若しくは心合わせ
装置

第3条 第十八
号

500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロ
ケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置

飛行制御装置 フライ･バイ･ワイヤー方式を含み、油圧式、機械式、電子光学式、電気機械式のもの
に限る。

第十八
号の二

前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が20ヘル
ツ以上2,000ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒を超え
る振動に耐えることができるように設計したもの 無人航空機は4の項（1の2）を参照

第十八
号の三

前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置 貨物等省令第3
条の第十八号の
三中の試験装
置、校正装置又
は心合わせ装置

他の用途に用いることができるものを除
く。


